
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

当社は、一般社団法人投資信託協会(以下、「協会」という。) の定款の施行に関する規則第 10 条

第 1 項第 17 号イの規定に基づき、別紙様式第 21 号の「正会員の財務状況等に関する届出書(以

下、「協会報告書面」という。)」を協会に提出し、当社のHP に当該協会報告書面を掲載するとと

もに、協会HP に当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。 

当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINET に

て閲覧が可能です。 

なお、協会報告書面中の監査報告書／中間監査報告書は、監査報告書／中間監査報告書の原本に記

載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



 

 

別紙様式第 21号 

申請日  2024年 12月 17日 

 

一般社団法人 投 資 信 託協 会 

会 長        松下 浩一 殿 

 

ニッセイアセットマネジメント株式会社 

代表取締役社長 大関 洋 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則第 10

条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１． 委託会社等の概況 

（１）資本金の額 

2024年 11月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。 

委託会社が発行する株式の総数は 13万 1,560株で、うち発行済株式総数は 10万 8,448株です。

最近５年間における資本金の増減はありません。 

 

（２）委託会社等の機構 

① 会社の意思決定機構 

委託会社は最低３名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主であ

ることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後１年以内の最

終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任した取締

役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。 

取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長１名を選任します。

また、取締役会は、取締役会長１名を選任することができます。 

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議長

を務めます。 

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席

取締役の過半数をもって決議します。 

② 投資運用の意思決定機構 

ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、

委託会社のファンドマネジャーが行います。 

ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針について

は、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環境分

析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。 



 

 

ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘柄

選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。 

 

２．事業の内容及び営業の概況 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を

行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 

2024 年 11 月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです

（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。 

 

種類 ファンド数(本) 
純資産総額合計額 

（ 単位： 億円） 

追加型株式投資信託 403 77,877 

追加型公社債投資信託 0 0 

単位型株式投資信託 114 18,479 

単位型公社債投資信託 0 0 

合計 517 96,359 

純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の

個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。 

  



 

 

３．委託会社等の経理状況 
 

１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

 

  (1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）

第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）

に基づき作成しております。 

財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

(2) 当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融

商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。 

中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

２．監査証明について 

 
当社は、金融商品取引法第 193条の2第1項の規定に基づき第 29期事業年度（自 2023年4月1日 至 2024

年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。 
また、第30期事業年度に係る中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年 9月30日）の中間財務諸表

については、金融商品取引法第 193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる中間監査
を受けております。 

 



 

 

中間財務諸表 

（1）中間貸借対照表 
（単位：千円） 

  
第30期中間会計期間末 

（2024年9月30日現在） 

資産の部    

 流動資産    

現金・預金   8,797,070 

有価証券   7,177,496 

前払費用   845,824 

未収委託者報酬   8,184,349 

未収運用受託報酬   6,377,456 

未収投資助言報酬   294,298 

その他   170,143 

流動資産合計   31,846,639 

固定資産    

有形固定資産  ※1 215,964 

無形固定資産   4,063,289 

投資その他の資産    

投資有価証券   50,639,238 

関係会社株式   66,222 

長期前払費用   19,335 

差入保証金   359,166 

繰延税金資産   1,504,365 

その他   9,991 

投資その他の資産合計   52,598,319 

固定資産合計   56,877,573 

資産合計   88,724,213 

 

  



 

 

 

 

 

負債の部    

流動負債    

     預り金   60,635 

   未払収益分配金   6,131 

   未払手数料   2,799,139 

未払運用委託報酬   2,648,819 

未払投資助言報酬   950,011 

その他未払金   539,205 

未払費用   327,139 

未払法人税等   2,177,878 

未払消費税等  ※2 468,742 

前受投資助言報酬   42,288 

賞与引当金   739,274 

その他    13,188 

流動負債合計   10,772,456 

 固定負債    

長期未払金   19,450 

退職給付引当金   2,573,614 

固定負債合計   2,593,064 

負債合計   13,365,520 

純資産の部    

株主資本    

 資本金   10,000,000 

 資本剰余金    

資本準備金   8,281,840 

資本剰余金合計   8,281,840 

利益剰余金    

利益準備金   139,807 

その他利益剰余金    

配当準備積立金   120,000 

研究開発積立金   70,000 

別途積立金   350,000 

繰越利益剰余金   57,100,795 

利益剰余金合計   57,780,602 

株主資本合計   76,062,442 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金   △ 433,813 

繰延ヘッジ損益   △ 269,935 

評価・換算差額等合計   △ 703,749 

純資産合計   75,358,692 

負債・純資産合計   88,724,213 



 

 

(2)中間損益計算書 

（単位：千円） 

 
第30期中間会計期間 

（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日） 

営業収益    

委託者報酬   15,951,960 

運用受託報酬   11,538,636 

投資助言報酬   618,305 

その他営業収益   9,627 

営業収益計   28,118,529 

営業費用   13,741,273 

一般管理費 ※1 6,879,283 

営業利益   7,497,973 

営業外収益 ※2 86,867 

営業外費用 ※3 127,529 

経常利益   7,457,311 

特別利益 ※4 47,164 

特別損失 ※5 168,558 

税引前中間純利益   7,335,917 

法人税、住民税及び事業税   2,035,467 

法人税等調整額   237,084 

法人税等合計   2,272,551 

中間純利益   5,063,365 

 

 

  



 

 

(3)中間株主資本等変動計算書 

第30期中間会計期間(自 2024年4月１日 至 2024年9月30日) 

   (単位：千円) 
 

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本 

合計 

資本準備金 資本剰余金

合計 

利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金

合計 
 

配当準備 

積立金 

研究開発 

積立金 

別途積立金 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 60,488,508 61,168,315 79,450,155 

会計方針の変更による

累積的影響額 
- - - - - - - 46,146 46,146 46,146 

遡及処理後当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 60,534,655 61,214,462 79,496,302 

当中間期変動額           

剰余金の配当 - - - - - - - △8,497,226 △ 8,497,226 △ 8,497,226 

中間純利益 - - - - - - - 5,063,365 5,063,365 5,063,365 

株主資本以外の項目の

当中間期変動額 

（純額） 

- - - - - - - - - - 

当中間期変動額合計 - - - - - - - △3,433,860 △3,433,860 △3,433,860 

当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 57,100,795 57,780,602 76,062,442 

 
 

評価・換算差額等 純資産 

合計 

その他有価証券

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算差額

等合計 
 

当期首残高 △ 484,519 △ 329,920 △ 814,439 78,635,715 

会計方針の変更による累

積的影響額 
△46,146     - △46,146 - 

遡及処理後当期首残高 △ 530,666 △ 329,920 △ 860,586 78,635,715 

当中間期変動額     

剰余金の配当 - - - △8,497,226 

中間純利益 - - - 5,063,365 

株主資本以外の項目の当中

間期変動額 

（純額） 

96,852 59,985 156,837 156,837 

当中間期変動額合計 96,852 59,985 156,837 △ 3,277,023 

当中間期末残高 △ 433,813 △269,935 △ 703,749 75,358,692 

 

 

 



 

 

注記事項 

（重要な会計方針） 

項目 

第30期中間会計期間 

（自 2024年4月1日 

   至 2024年9月30日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

①満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法）によっております。 

 ②その他有価証券 

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

によっております。 

 ③関係会社株式 

  移動平均法に基づく原価法によっております。 

２．デリバティブ取引等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 

 

３．固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産 

  定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備につい

ては定額法）によっております。なお、主な耐用年数は、建物附属

設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であります。 

 ②無形固定資産 

  定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについて

は社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっており

ます。 



 

 

４．引当金の計上基準 ①賞与引当金 

  従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在籍者に

対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しており

ます。 

②退職給付引当金 

  従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上しております。年俸制適用者の退職給付

債務の算定にあたり、退職給付見込額を当該事業年度末までの期

間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま

す。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における年俸制適用

者の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお

ります。 

  年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退

職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出向者について

は、退職給付負担金を出向元に支払っているため、退職給付引当金

は計上しておりません。 



 

 

５．収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主

な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識

する通常の時点）は以下のとおりであります。 

①投資信託委託業務 

投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財産の運

用指図等を行っております。 

当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足されるた

め、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識し

ております。 

②投資運用業務 

投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産を一任

して運用指図等を行っております。 

当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足されるた

め、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識し

ています。 

③投資助言業務 

投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関する投

資判断の助言等を行っております。 

当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足されるた

め、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識し

ています。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

７．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであ

ります。 

  ヘッジ手段・・・為替予約 

  ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券 

③ヘッジ方針 

  ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、

ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間を、原則として個々

取引毎に行います。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づき、主に

ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によって

おります。 



 

 

８．グループ通算制度の適用 当社は日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通算制度

を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っております。 

 

 

（会計方針の変更） 

 

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用） 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27号 2022年 10月28日、以下「2022年

改正会計基準」という）等を、当中間会計期間の期首から適用し、資産または負債の評価替えにより生じた評価

差額等に対して課される当中間会計期間の所得に対する法人税、住民税及び事業税等の計上区分を見直しており

ます。 

2022年改正会計基準等の適用については、2022年改正会計基準第 20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い

及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28号 2022年10月28日。以下「2022

年改正適用指針」という。）第 65-２項(2)ただし書きに従っており、2022年改正会計基準が定める新たな会計方

針を当中間会計期間の期首より適用しております。この結果、当中間会計期間の期首の利益剰余金が 46,146 千

円増加するとともに、その他有価証券評価差額金の当期首残高が同額減少しております。 

  



 

 

（中間貸借対照表関係） 

第30期中間会計期間末 

（2024年9月30日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額              832,741千円 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しており

ます。 

 

（中間損益計算書関係） 

第30期中間会計期間 

（自 2024年4月1日 

   至 2024年9月30日） 

※１．減価償却の実施額 

 有形固定資産 16,159千円  

 無形固定資産 401,891千円  

※２．営業外収益のうち主要なもの 

 有価証券利息 49,709千円  

 受取配当金 32,394千円  

※３．営業外費用のうち主要なもの  

 為替差損 60,547千円  

 金融派生商品費用 63,737千円  

※４．特別利益のうち主要なもの  

 投資有価証券売却益 47,164千円  

※５．特別損失のうち主要なもの  

 投資有価証券売却損 29,235千円  

 投資有価証券償還損 138,874千円  

 

（追加情報） 

 

（役員退職慰労金制度の廃止） 

当社は、2024年6月26日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴い退職慰労金の打

ち切り支給を決議いたしました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取り崩し打ち切り支給額の未払金

19,450千円を固定負債の「長期未払金」として表示しております。 

  



 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

第30期中間会計期間 

（自 2024年4月1日 

   至 2024年9月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

  当事業年度期首 

株式数（千株） 

当中間会計期間増加 

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 
 

 発行済株式      

 普通株式 108 － － 108  

 合計 108 － － 108  

 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

  

 

(決議) 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

 

 
2024年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 8,497,226 78,353 

 

2024年3月31日 

 

 

2024年6月26日 

 

 

       

 

  



 

 

（金融商品関係） 

第30期中間会計期間末（2024年9月30日現在） 
１．金融商品の時価等に関する事項 

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。 
なお、市場価格のない株式等（注 1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿
価に近似する金融商品は、注記を省略しております。 

                     （単位：千円） 

 
中間貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

① 有価証券    

満期保有目的の債券 7,177,496 7,170,723 △6,773 

その他有価証券 － － － 

② 投資有価証券    

満期保有目的の債券 23,736,340 23,610,939 △125,401 

その他有価証券 26,902,898 26,902,898 － 

③デリバティブ取引 

(※) 
   

ヘッジ会計が適用されて

いないもの 
－ － － 

ヘッジ会計が適用されて

いるもの 
18,913 18,913 － 

    (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな

る項目については△で示しております。 

（注１）市場価格のない株式等 

     関係会社株式（中間貸借対照表計上額 66,222千円）は、市場価格のない株式等と認められるため、

上表に記載しておりません。 

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 



 

 

（１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融商品 

 第30期中間会計期間末（2024年9月30日現在） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券     

その他有価証券 3,405,300 23,497,598 － 26,902,898 

デリバティブ取引（※）     

為替予約 － 18,913 － 18,913 

合計 3,405,300 23,516,511 － 26,921,811 

 

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については△で示しております。 

 

（２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融商品 

 第30期中間会計期間末（2024年9月30日現在） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券     

満期保有目的の債券     

 国債・地方債等 － 30,781,662 － 30,781,662 

合計 － 30,781,662 － 30,781,662 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明 

有価証券及び投資有価証券 

  国債・地方債は相場価格を用いて評価しております。国債は、市場での取引頻度が高く、活発な市場に

おける相場価格と認められるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方、地方債は、市

場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に

分類しております。 

  市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリス

クの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類して

おります。 

   

デリバティブ取引 

   為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定してお

り、レベル２の時価に分類しております。 

 

  



 

 

（有価証券関係） 

第30期中間会計期間末（2024年9月30日現在） 

１．満期保有目的の債券 

 種類 
中間貸借対照表 

計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

時価が中間貸借
対照表計上額を
超えるもの 

(1)国債・地方債等 995,797 998,300 2,502 

(2)社債 － － － 

(3)その他 － － － 

小計 995,797 998,300 2,502 

時価が中間貸借
対照表計上額を
超えないもの 

(1)国債・地方債等 29,918,038 29,783,362 △134,676 

(2)社債 － － － 

(3)その他 － － － 

小計 29,918,038 29,783,362 △134,676 

合計 30,913,836 30,781,662 △132,174 

２．その他有価証券 

 種類 
取得原価または 

償却原価 
（千円） 

中間貸借対照表 
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

中間貸借対照表
計上額が取得原
価または償却原
価を超えるもの 

(1)株式 － － － 

(2)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3)その他（注） 7,320,000 7,939,819 619,819 

小計 7,320,000 7,939,819 619,819 

中間貸借対照表
計上額が取得原
価または償却原
価を超えないも
の 

(1)株式 － － － 

(2)債券    

①国債・地方債等 3,459,180 3,405,300 △53,880 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3)その他（注） 16,759,000 15,557,778 △1,201,221 

小計 20,218,180 18,963,078 △1,255,101 

合計 27,538,180 26,902,898 △635,281 



 

 

（注）投資信託受益証券等であります。 

 

（デリバティブ取引関係） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

第30期中間会計期間末（2024年9月30日現在） 

該当事項はありません。 

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

（１）通貨関連 

第30期中間会計期間末（2024年9月30日現在） 

ヘッジ会計 
の方法 

デリバティブ 
取引の種類等 

主なヘッジ 
対象 

契約額等 
 （千円） 

 契約額等の 
うち1年超  
（千円） 

時価 
（千円） 

原則的 
処理方法 

為替予約取引 
米ドル売建 

投資有価証券 773,596 － 18,913 

合計 773,596 － 18,913 

（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。 

 

（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。 

 

区分 

第30期中間会計期間 

（自 2024年4月1日 

 至 2024年9月30日） 

営業収益    

投資信託委託業務 15,951,960千円 

投資運用業務 11,538,636千円 

投資助言業務 618,305千円 

その他 9,627千円 

計 28,118,529千円 

 

（セグメント情報等） 

[セグメント情報] 

第30期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日） 

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

[関連情報] 

第30期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日） 

１．サービスごとの情報 

当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営

業収益の記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

（１）営業収益 

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるた



 

 

め、記載を省略しております。 

（２）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）           

顧客の名称または氏名 営業収益 

日本生命保険相互会社 3,300,663 

 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 

第30期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日） 

  該当事項はありません。 

 

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報] 

第30期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日） 

  該当事項はありません。 

 

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報] 

第30期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日） 

  該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

 

第30期中間会計期間 

（自 2024年4月１日 

至 2024年9月30日） 

1株当たり純資産額 694,883円19銭 

1株当たり中間純利益金額 46,689円34銭 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

   ２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

中間純利益金額 5,063,365千円 

普通株主に帰属しない金額 － 

普通株式に係る中間純利益金額 5,063,365千円 

期中平均株式数 108千株 

 

（重要な後発事象） 

第30期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  



 

 

 

公開日     2024年 12月 17日 

作成基準日    2024年 11月 29日 

 

本店所在地   東京都千代田区丸の内 1-6-6 

お問い合わせ先 人事総務部 経営管理室 

  



 

 

 

独立監査人の中間監査報告書 
 

2024 年 11 月 29 日 

 

ニッセイアセットマネジメント株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 大 竹  新 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 鈴 木 健 嗣 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

等の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の 2024 年 4 月 1 日から 2025

年 3 月 31 日までの第 30 期事業年度の中間会計期間（2024 年 4 月 1 日から 2024 年 9 月 30 日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な

会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、の 2024 年 9 月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（2024 年 4 月 1 日から 2024 年 9 月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行

った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基

礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査

役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する



※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社  

（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。 

 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。 

ことにある。 

 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監

査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正

又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人

の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な

お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又

は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした

監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財

務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重

要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付

意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が

ある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している

かどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め

られているその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去

するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガー

ドを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 


